
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

路上駐車マナーアップキャンペーン 
平成 25年 4月 10日開催 

東⼤阪ＦＱＰ協議会では、⼤型トラックの路上駐⾞が⽇常化している東⼤阪流通業務地区及び
中央環状線において、路上駐⾞マナーアップキャンペーンを実施しました。 
また、中環東⼤阪休憩所においては、適正な利⽤を促す啓発活動を実施いたしました。 

○啓発活動は、府警本部・河内警察署・布施警察署とも連携し、実施致しました。 

中環東大阪休憩所内▶
駐⾞スペースに限りがある為、短時間駐

⾞への協⼒、⼤型⾞両の駐⾞スペースに⼩
型⾞を駐⾞しないよう、適切な利⽤を促す
活動を⾏いました。 

◀流通業務地区内 
荷待ちや休憩のために路上駐⾞している⼤型トラックへ駐⾞・ポイ捨てをしないよう

直接協⼒を求めていきました。 

参加者：大阪府都市開発株式会社 

⼤阪府（交通道路室、⼋尾⼟⽊事務所）、東⼤阪市、⼤阪府警本部、河内警察署、布施警察署 

東大阪ＦＱＰ協議会 

【啓発活動】 

【清掃活動】 
市道稲⽥本庄線、市道菱屋東⻑⽥線において、歩道や中央分離帯の清掃を⾏いました。 

【活動後】 

各関係者が協⼒して活動を⾏うことで、 
路上駐⾞や道路上のゴミを減らすことが出来ました。 


